
JP 2017-183665 A 2017.10.5

10

(57)【要約】
【課題】基板搬送時間を短縮することができる基板搬送
装置、基板処理装置及び基板処理方法を提供する。
【解決手段】実施形態に係る基板搬送装置として機能す
る第２の搬送ロボット１４は、第１の把持板２１と、そ
の第１の把持板２１により支持され、基板Ｗの外周面に
当接する当接面を第１の把持板２１の表面に対して上下
に有する第１の爪部２１ｂと、第１の把持板２１に重な
るように設けられた第２の把持板２２と、その第２の把
持板２２により支持され、基板Ｗの外周面に当接する当
接面を第１の把持板２１の表面に対して上下に有する第
２の爪部２２ｂと、第１の爪部２１ｂ及び第２の爪部２
２ｂが基板Ｗの外周面に交わる方向に接離するように、
第１の把持板２１及び第２の把持板２２を相対移動させ
る把持部２３とを備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の把持板と、
　前記第１の把持板により支持され、基板の外周面に当接する当接面を前記第１の把持板
の表面に対して上下に有する第１の爪部と、
　前記第１の把持板に重なるように設けられた第２の把持板と、
　前記第２の把持板により支持され、前記基板の外周面に当接する当接面を前記第１の把
持板の表面に対して上下に有する第２の爪部と、
　前記第１の爪部及び前記第２の爪部が前記基板の外周面に交わる方向に接離するように
、前記第１の把持板及び前記第２の把持板を相対移動させる把持部と、
を備えることを特徴とする基板搬送装置。
【請求項２】
　前記第１の爪部は、
　前記第１の把持板の上面に設けられ、前記当接面を有する上爪と、
　前記第１の把持板の下面に設けられ、前記当接面を有する下爪と、
を有することを特徴とする請求項１に記載の基板搬送装置。
【請求項３】
　前記把持部を昇降させる昇降部と、
　所定間隔で積層された複数の基板のうち第１の基板を把持する第１の高さ位置から、前
記第１の基板の上又は下に位置する第２の基板を把持する第２の高さ位置に前記第１の爪
部及び前記第２の爪部を位置付けるよう、前記昇降部に前記把持部の上昇又は下降を実行
させ、前記把持部に前記第１の把持板及び前記第２の把持板の相対移動を実行させる制御
部と、
をさらに備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の基板搬送装置。
【請求項４】
　複数の基板を所定間隔で積層して収納する収納部と、
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の基板搬送装置と、
　前記基板を処理する基板処理部と、
を備えることを特徴とする基板処理装置。
【請求項５】
　前記基板処理部は、前記基板を昇降させる基板昇降部を有することを特徴とする請求項
４に記載の基板処理装置。
【請求項６】
　複数の基板を所定間隔で積層して収納する収納部から、請求項１から請求項３のいずれ
か一項に記載の基板搬送装置を用いて第１の基板を取り出す工程と、
　前記収納部から取り出された前記第１の基板に処理を行う工程と、
　前記処理が行われた前記第１の基板を、前記基板搬送装置を用いて前記収納部に収納す
る工程と、
　前記収納部に収納された前記第１の基板の上又は下に位置する第２の基板を、前記基板
搬送装置を用いて前記収納部から取り出す工程と、
　前記収納部から取り出された前記第２の基板に処理を行う工程と、
　前記処理が行われた前記第２の基板を、前記基板搬送装置を用いて前記収納部に収納す
る工程と、
を有することを特徴とする基板処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、基板搬送装置、基板処理装置及び基板処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　基板処理装置は、半導体や液晶パネルなどの製造工程において、ウェーハや液晶基板な
どの基板表面に処理液（例えば、レジスト剥離液やリンス液、洗浄液など）を供給し、基
板表面を処理する装置である。この基板処理装置では、均一性や再現性の面から、基板を
１枚ずつ専用の処理室で処理する枚葉方式が用いられている。また、基板搬送系の共通化
を図るため、基板は共通の専用ケース（例えば、ＦＯＵＰなど）に収納されて搬送される
。この専用ケースには、基板が所定間隔で積層されて収納されている。
【０００３】
　基板処理装置では、搬送ロボットなどの基板搬送装置が用いられ、専用ケースから基板
が取り出されて処理室に搬送され、その後、処理済の基板が専用ケースに収納される。こ
のとき、基板処理の種類は一種類に限られるものではなく、複数種類の処理工程（例えば
、レジスト剥離工程やリンス工程、洗浄工程など）が種類ごとの専用の処理室で行われ、
その後、専用ケースに戻される場合もある。
【０００４】
　基板搬送装置は、専用ケースや処理室、また、それらの途中のバッファなどにおいて、
処理済の基板と未処理の基板とを交換する動作を行う。基板交換を行う場合には、処理済
の基板用と未処理の基板用の二つのハンドを二つのアームで交互に移動させて行う。した
がって、一回の基板交換の際、二つのハンドが交互に使用され、ハンドの出し入れが二回
行われることになる。このため、基板搬送が効率的に行われず、基板搬送時間が長くなっ
ている。これは、基板処理装置の生産性を低下させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第５８２３７４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、基板搬送時間を短縮することができる基板搬送装置
、基板処理装置及び基板処理方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態に係る基板搬送装置は、第１の把持板と、第１の把持板により支持され、基板
の外周面に当接する当接面を第１の把持板の表面に対して上下に有する第１の爪部と、第
１の把持板に重なるように設けられた第２の把持板と、第２の把持板により支持され、基
板の外周面に当接する当接面を第１の把持板の表面に対して上下に有する第２の爪部と、
第１の爪部及び第２の爪部が基板の外周面に交わる方向に接離するように、第１の把持板
及び第２の把持板を相対移動させる把持部とを備える。
【０００８】
　実施形態に係る基板処理装置は、複数の基板を所定間隔で積層して収納する収納部と、
前述の実施形態に係る基板搬送装置と、基板を処理する基板処理部とを備える。
【０００９】
　実施形態に係る基板処理方法は、複数の基板を所定間隔で積層して収納する収納部から
、前述の実施形態に係る基板搬送装置を用いて第１の基板を取り出す工程と、収納部から
取り出された第１の基板に処理を行う工程と、処理が行われた第１の基板を、基板搬送装
置を用いて収納部に収納する工程と、収納部に収納された第１の基板の上又は下に位置す
る第２の基板を、基板搬送装置を用いて収納部から取り出す工程と、収納部から取り出さ
れた第２の基板に処理を行う工程と、処理が行われた第２の基板を、基板搬送装置を用い
て収納部に収納する工程とを有する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施形態によれば、基板搬送時間を短縮することができる。
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【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る基板処理装置の概略構成を示す平面図である。
【図２】第１の実施形態に係る搬送ロボットを示す斜視図である。
【図３】第１の実施形態に係る搬送ロボットの一部を示す斜視図である。
【図４】第１の実施形態に係る搬送ロボットの一部を分解して示す斜視図である。
【図５】第１の実施形態に係る第１の爪部を示す斜視図である。
【図６】第１の実施形態に係る第２の爪部を示す斜視図である。
【図７】第１の実施形態に係る搬送ロボットの第１の搬送動作（バッファユニットに対す
る搬送動作）の流れを説明するための第１の説明図である。
【図８】前述の第１の搬送動作の流れを説明するための第２の説明図である。
【図９】前述の第１の搬送動作の流れを説明するための第３の説明図である。
【図１０】前述の第１の搬送動作の流れを説明するための第４の説明図である。
【図１１】前述の第１の搬送動作の流れを説明するための第５の説明図である。
【図１２】前述の第１の搬送動作の流れを説明するための第６の説明図である。
【図１３】第２の実施形態に係る基板処理装置の基板保持部を示す斜視図である。
【図１４】第２の実施形態に係る搬送ロボットの第２の搬送動作（処理室に対する搬送動
作）の流れを説明するための第１の説明図である。
【図１５】前述の第２の搬送動作の流れを説明するための第２の説明図である。
【図１６】前述の第２の搬送動作の流れを説明するための第３の説明図である。
【図１７】前述の第２の搬送動作の流れを説明するための第４の説明図である。
【図１８】前述の第２の搬送動作の流れを説明するための第５の説明図である。
【図１９】前述の第２の搬送動作の流れを説明するための第６の説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　＜第１の実施形態＞
　第１の実施形態について図１から図１２を参照して説明する。
【００１３】
　（基本構成）
　図１に示すように、第１の実施形態に係る基板処理装置１０は、複数の開閉ユニット（
収納部）１１と、第１の搬送ロボット（基板搬送装置）１２と、バッファユニット（収納
部）１３と、第２の搬送ロボット（基板搬送装置）１４と、複数の基板処理部１５と、装
置付帯ユニット１６とを備えている。
【００１４】
　各開閉ユニット１１は、一列に並べられて設けられている。これらの開閉ユニット１１
は搬送容器として機能する専用ケース（例えばＦＯＵＰ）のドアを開閉する。なお、専用
ケースがＦＯＵＰである場合、開閉ユニット１１はＦＯＵＰオープナーと呼ばれる。この
専用ケースには、基板Ｗが所定間隔で積層されて収納されている。
【００１５】
　第１の搬送ロボット１２は、各開閉ユニット１１が並ぶ第１の搬送方向に沿って移動す
るように各開閉ユニット１１の列の隣に設けられている。この第１の搬送ロボット１２は
、開閉ユニット１１によりドアが開けられた専用ケースから未処理の基板Ｗを取り出す。
そして、第１の搬送ロボット１２は、必要に応じてバッファユニット１３付近まで第１の
搬送方向に移動し、停止する。そして、第１の搬送ロボット１２は、停止場所で旋回して
未処理の基板Ｗをバッファユニット１３に搬入する。また、第１の搬送ロボット１２は、
バッファユニット１３から処理済の基板Ｗを取り出し、必要に応じて所望の開閉ユニット
１１付近まで第１の搬送方向に移動し、停止する。そして、第１の搬送ロボット１２は、
停止場所で旋回して処理済の基板Ｗを所望の専用ケースに搬入する。なお、第１の搬送ロ
ボット１２は、移動せずに旋回し、未処理の基板Ｗをバッファユニット１３に、あるいは
、処理済の基板Ｗを所望の専用ケースに搬入する場合もある。第１の搬送ロボット１２と
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しては、例えば、ロボットアームやロボットハンド、移動機構などを有するロボットを用
いることが可能である。
【００１６】
　バッファユニット１３は、第１の搬送ロボット１２が移動する第１のロボット移動路の
中央付近に位置付けられ、その第１のロボット移動路の片側、すなわち各開閉ユニット１
１と反対の片側に設けられている。このバッファユニット１３は、第１の搬送ロボット１
２と第２の搬送ロボット１４との間で基板Ｗの持ち替えを行うためのバッファ台（基板受
渡台）として機能する。このバッファユニット１３には、基板Ｗが所定間隔で積層されて
収納される。
【００１７】
　第２の搬送ロボット１４は、バッファユニット１３付近から前述の第１の搬送方向に直
交する第２の搬送方向（第１の搬送方向に交差する方向の一例）に移動するように設けら
れている。この第２の搬送ロボット１４は、バッファユニット１３から未処理の基板Ｗを
取り出し、必要に応じて所望の基板処理部１５付近まで第２の搬送方向に沿って移動し、
停止する。そして、第２の搬送ロボット１４は、停止場所で旋回して未処理の基板Ｗを所
望の基板処理部１５に搬入する。また、第２の搬送ロボット１４は、基板処理部１５から
処理済の基板Ｗを取り出し、必要に応じてバッファユニット１３付近まで第２の搬送方向
に移動し、停止する。そして、第２の搬送ロボット１４は、停止場所で旋回して処理済の
基板Ｗをバッファユニット１３に搬入する。なお、第２の搬送ロボット１４は、移動せず
に旋回し、未処理の基板Ｗを所望の基板処理部１５に、あるいは、処理済の基板Ｗをバッ
ファユニット１３に搬入する場合もある。第２の搬送ロボット１４としては、例えば、ロ
ボットアームやロボットハンド、移動機構などを有するロボットを用いることが可能であ
る（詳しくは、後述する）。
【００１８】
　基板処理部１５は、第２の搬送ロボット１４が移動する第２のロボット移動路の両側に
例えば４つずつ設けられている。基板処理部１５は、処理室１５ａと、基板保持部１５ｂ
と、第１の処理液供給部１５ｃと、第２の処理液供給部１５ｄとを有する。基板保持部１
５ｂ、第１の処理液供給部１５ｃ及び第２の処理液供給部１５ｄは、処理室１５ａ内に設
けられている。
【００１９】
　処理室１５ａは、例えば直方体形状に形成され、基板シャッタ１５ａ１を有する。基板
シャッタ１５ａ１は、処理室１５ａにおける第２のロボット移動路側の壁面に開閉可能に
形成されている。なお、処理室１５ａ内は、ダウンフロー（垂直層流）によって清浄に保
たれており、また、外部よりも陰圧に保持されている。
【００２０】
　基板保持部１５ｂは、ピン（図示せず）などにより基板Ｗを水平状態に保持し、基板Ｗ
の被処理面の略中央に垂直に交わる軸（基板Ｗの被処理面に交わる軸の一例）を回転中心
として基板Ｗを水平面内で回転させる機構である。例えば、基板保持部１５ｂは、水平状
態に保持した基板Ｗを回転軸やモータなどを有する回転機構（図示せず）により回転させ
る。
【００２１】
　第１の処理液供給部１５ｃは、基板保持部１５ｂ上の基板Ｗの被処理面の中央付近に第
１の処理液を供給する。この第１の処理液供給部１５ｃは、例えば、処理液を吐出するノ
ズルを有しており、ノズルを基板保持部１５ｂ上の基板Ｗの被処理面の中央付近に移動さ
せて、そのノズルから処理液を供給する。第１の処理液供給部１５ｃには、第１の処理液
が液供給ユニット１６ａから配管（図示せず）を介して供給される。
【００２２】
　第２の処理液供給部１５ｄは、基板保持部１５ｂ上の基板Ｗの被処理面の中央付近に第
２の処理液を供給する。この第２の処理液供給部１５ｄは、例えば、処理液を吐出するノ
ズルを有しており、ノズルを基板保持部１５ｂ上の基板Ｗの被処理面の中央付近に移動さ
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せて、そのノズルから処理液を供給する。第２の処理液供給部１５ｄには、第２の処理液
が液供給ユニット１６ａから配管（図示せず）を介して供給される。
【００２３】
　装置付帯ユニット１６は、第２のロボット移動路の一端、すなわちバッファユニット１
３と反対側の端に設けられている。この装置付帯ユニット１６は、液供給ユニット１６ａ
と、制御ユニット（制御部）１６ｂとを収納する。液供給ユニット１６ａは、各基板処理
部１５に各種の処理液（例えば、レジスト剥離液やリンス液、洗浄液など）を供給する。
制御ユニット１６ｂは、各部を集中的に制御するマイクロコンピュータと、基板処理に関
する基板処理情報や各種プログラムなどを記憶する記憶部（いずれも図示せず）を具備す
る。この制御ユニット１６ｂは、基板処理情報や各種プログラムに基づき、各開閉ユニッ
ト１１や第１の搬送ロボット１２、第２の搬送ロボット１４、各基板処理部１５などの各
部を制御する。
【００２４】
　（基板搬送装置）
　次に、前述の第２の搬送ロボット１４について図２から図６を参照して説明する。なお
、図３では、第２の搬送ロボット１４の把持機構が見えるように示されている。
【００２５】
　図２及び図３に示すように、第２の搬送ロボット１４は、第１のアームユニット１４ａ
と、第２のアームユニット１４ｂと、液受けカバー１４ｃと、昇降回転部１４ｄと、移動
機構１４ｅとを備えている。この第２の搬送ロボット１４は、２台のアームユニット１４
ａ、１４ｂを上下二段に有するダブルアームロボットである。第１のアームユニット１４
ａ及び第２のアームユニット１４ｂは基本的に同じ構造であるため、代表して第１のアー
ムユニット１４ａの構造について説明する。
【００２６】
　第１のアームユニット１４ａは、第１の把持板２１と、第２の把持板２２と、把持部２
３と、アーム部２４とを備えている。第１の把持板２１及び第２の把持板２２はハンド部
として機能する（図４参照）。この第１のアームユニット１４ａの一部（第１の把持板２
１、第２の把持板２２及び把持部２３）と、第２のアームユニット１４ｂの一部（第１の
把持板２１、第２の把持板２２及び把持部２３）は上下に位置付けられている。なお、第
１のアームユニット１４ａの各部２１～２４について詳しくは後述する。
【００２７】
　液受けカバー１４ｃは、第１のアームユニット１４ａ及び第２のアームユニット１４ｂ
を取り囲むように設けられ、各アーム部２４の伸縮動作を妨げないように形成されている
。この液受けカバー１４ｃが存在するため、処理が終わった後の濡れた状態の基板Ｗを搬
送する場合に基板Ｗ上から液が落下して跳ねたとしても、その液は液受けカバー１４ｃに
当たる。これにより、基板Ｗ上から落下した液が移動機構１４ｅや部屋の床面に飛散する
ことを抑えることができる。
【００２８】
　昇降回転部１４ｄは、第１のアームユニット１４ａ及び第２のアームユニット１４ｂの
各アーム部２４を保持して鉛直方向の軸Ａ１に沿って移動させ、第１のアームユニット１
４ａ及び第２のアームユニット１４ｂを液受けカバー１４ｃと共に昇降させる。また、昇
降回転部１４ｄは、鉛直方向の軸を回転軸（ロボット回転軸）として回転し、保持してい
る各アーム部２４を液受けカバー１４ｃと共に回す。この昇降回転部１４ｄは、昇降機構
や回転機構（いずれも図示せず）を内蔵している。昇降回転部１４ｄは電気的に制御ユニ
ット１６ｂ（図１参照）に接続されており、その駆動が制御ユニット１６ｂにより制御さ
れる。なお、昇降回転部１４ｄは昇降部として機能する。
【００２９】
　移動機構１４ｅは、図２に示すように、直線レール（移動軸）４１と、移動駆動部４２
とを備えている。直線レール４１は、前述の第２の搬送方向に沿って延びるレールである
。また、移動駆動部４２は、昇降回転部１４ｄを回転可能に支持し、直線レール４１に沿
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って移動可能に直線レール４１上に設けられている。移動機構１４ｅは、移動駆動部４２
により昇降回転部１４ｄを直線レール４１に沿って移動させる。この移動機構１４ｅは電
気的に制御ユニット１６ｂ（図１参照）に接続されており、その駆動が制御ユニット１６
ｂにより制御される。
【００３０】
　（第１のアームユニット）
　次に、第１のアームユニット１４ａについて詳しく説明する。
【００３１】
　第１の把持板２１は、図４に示すように、二本の第１の指部２１ａを有している。それ
らの指部２１ａの先端には、第１の爪部２１ｂが個別に設けられている。この第１の爪部
２１ｂは、図５に示すように、基板Ｗの外周面（側面）に当接する当接面Ｍ１（Ｍ１ａ、
Ｍ１ｂ）を上下に有している。なお、図５では、図４に示すＡ方向（斜め下方向）から二
本の第１の指部２１ａが示されている。この図５に示すように、第１の爪部２１ｂは、上
爪２１ｂ１及び下爪２１ｂ２により構成されている。上爪２１ｂ１は、第１の把持板２１
の上面（表面）に設けられており、当接面Ｍ１ａを有している。また、下爪２１ｂ２は、
第１の把持板２１の下面（表面と反対側の裏面）に設けられており、当接面Ｍ１ｂを有し
ている。
【００３２】
　このように第１の爪部２１ｂは、第１の把持板２１の水平面（Ｘ－Ｙ面）を基準面とし
て、上下（Ｚ方向）に当接面Ｍ１（Ｍ１ａ、Ｍ１ｂ）を有している。上爪２１ｂ１は第１
の把持板２１の水平面よりも上に設けられ、下爪２１ｂ２は第１の把持板２１の水平面よ
りも下に設けられるように第１の把持板２１により支持されている。
【００３３】
　ここで、第１の把持板２１の上面（表面）は、基板Ｗを上側に把持したときに、基板Ｗ
の主面（被処理面とは反対側の面）に対向するようにＸ－Ｙ面に延在している。また、第
１の把持板２１の下面（表面と反対側の裏面）は、基板Ｗを下側に把持したときに、基板
の主面（表面）に対向するようにＸ－Ｙ面に延在している。
【００３４】
　第２の把持板２２は、図４に示すように、第１の把持板２２に重なるようにその第１の
把持板２２の上面に設けられている。この第２の把持板２２は、第１の把持板２１と同様
、二本の第２の指部２２ａを有している。それらの指部２２ａの先端には、第２の爪部２
２ｂが個別に設けられている。この第２の爪部２２ｂは、図６に示すように、基板Ｗの外
周面（側面）に当接する当接面Ｍ２（Ｍ２ａ、Ｍ２ｂ）を上下に有している。なお、図６
では、図４に示すＢ方向（斜め下方向）から二本の第２の指部２２ａが示されている。こ
の図６に示すように、第２の爪部２２ｂは、上爪２２ｂ１及び下爪２２ｂ２が一体に形成
された爪ブロックである。上爪２２ｂ１及び下爪２２ｂ２は、それぞれ当接面Ｍ２（Ｍ２
ａ、Ｍ２ｂ）を有している。この第２の爪部２２ｂは、第２の把持板２１の下面（裏面）
に設けられている。
【００３５】
　このように第２の爪部２２ｂも、第１の爪部２１ｂと同様に、第１の把持板２１の水平
面（Ｘ－Ｙ面）を基準面として、上下（Ｚ方向）に当接面Ｍ２（Ｍ２ａ、Ｍ２ｂ）を有し
ている。上爪２２ｂ１は第１の把持板２１の水平面よりも上に設けられ、下爪２２ｂ２は
第１の把持板２１の水平面よりも下に設けられるように第２の把持板２２により支持され
ている。
【００３６】
　把持部２３は、図３及び図４に示すように、各第１の爪部２１ｂ及び各第２の爪部２２
ｂが基板Ｗの外周面に交わる方向（例えば水平方向）に接離するよう、すなわち近づいた
り、離れたりするように、第１の把持板２１及び第２の把持板２２を相対移動させる。例
えば、各第１の爪部２１ｂ及び各第２の爪部２２ｂが近づく方向に移動すると、それらの
間に位置する基板Ｗを把持する。このとき、各第１の爪部２１ｂ及び各第２の爪部２２ｂ
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の当接面Ｍ１（Ｍ１ａ、Ｍ１ｂ）及び当接面Ｍ２（Ｍ２ａ、Ｍ２ｂ）は、基板Ｗの外周面
に当接している。逆に、各第１の爪部２１ｂ及び各第２の爪部２２ｂが離れる方向に移動
すると、それらの間に位置する基板Ｗの把持を開放する。
【００３７】
　この把持部２３は、図４に示すように、支持板２３ａと、一対のリニアガイド２３ｂと
、一対の第１の直動ブロック２３ｃと、一対の第２の直動ブロック２３ｄと、第１の連結
板２３ｅと、第２の連結板２３ｆと、エアシリンダ２３ｇと、揺動ピン機構２３ｈとを備
えている。
【００３８】
　支持板２３ａは、アーム部２４により保持されている。また、一対のリニアガイド２３
ｂは、Ｘ方向に延伸するレール状に支持板２３ａ上に設けられている。
【００３９】
　一対の第１の直動ブロック２３ｃは、一対のリニアガイド２３ｂの延伸方向に移動可能
になるように各リニアガイド２３ｂ上に個別に設けられている。この一対の第１の直動ブ
ロック２３ｃは、第１の把持板２１を移動可能に支持するための部材である。
【００４０】
　一対の第２の直動ブロック２３ｄは、一対のリニアガイド２３ｂの延伸方向に移動可能
になるように各リニアガイド２３ｂ上に個別に設けられている。この一対の第２の直動ブ
ロック２３ｄは、第２の把持板２２を移動可能に支持するための部材である。
【００４１】
　第１の連結板２３ｅは、一対の第１の直動ブロック２３ｃと第１の把持板２１とを連結
する。また、第２の連結板２３ｆは、一対の第２の直動ブロック２３ｄと第２の把持板２
２とを連結する。
【００４２】
　ここで、第２の連結板２３ｆ及び第２の把持板２２には、開口サイズが異なる二つの貫
通孔Ｈ１、Ｈ２がＹ方向に並ぶように形成されている。貫通孔Ｈ１のサイズは、貫通孔Ｈ
２のサイズよりも小さい。
【００４３】
　また、第１の把持板２１にも、前述の各貫通孔Ｈ１、Ｈ２の位置に合せて二つの貫通孔
Ｈ３、Ｈ４が形成されている。これらの貫通孔Ｈ３、Ｈ４は、前述の各貫通孔Ｈ１、Ｈ２
の開口サイズと逆の開口サイズになるように形成されている。このため、貫通孔Ｈ４のサ
イズは、貫通孔Ｈ５のサイズよりも小さい。
【００４４】
　エアシリンダ２３ｇは、そのロッド（図示せず）が第２の連結板２３ｆの端部に連結さ
れており、第２の連結板２３ｆをＸ方向にスライド移動させる。このエアシリンダ２３ｇ
は電気的に制御ユニット１６ｂ（図１参照）に接続されており、その駆動が制御ユニット
１６ｂにより制御される。
【００４５】
　揺動ピン機構２３ｈは、回転体２３ｈ１と、二本の揺動ピン２３ｈ２とを有している。
回転体２３ｈ１は、その中心を回転軸として回転可能に支持板２３ａに設けられている。
各揺動ピン２３ｈ２は、回転体２３ｈ１の回転軸を間として対向する位置に位置付けられ
、回転体２３ｈ１上に設けられている。これらの揺動ピン２３ｈ２は、前述の二つの貫通
孔Ｈ１及びＨ３と、もう一方の二つの貫通孔Ｈ２及びＨ４とに個別に通されている。
【００４６】
　なお、貫通孔Ｈ２は、エアシリンダ２３ｇのロッドの所定の移動範囲において、揺動ピ
ン２３ｈ２が第２の把持板２２及び第２の連結板２３ｆに当接しない孔サイズになるよう
に形成されている。また、貫通孔Ｈ３も、エアシリンダ２３ｇのロッドの所定の移動範囲
において、揺動ピン２３ｈ２が第１の把持板２２に当接しないサイズに形成されている。
【００４７】
　ここで、エアシリンダ２３ｇがロッドの所定量の移動によって第２の連結板２３ｆ及び
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一対の第２の直動ブロック２３ｄをスライド移動させると、第２の把持板２２が水平方向
に移動する。この移動に応じて、揺動ピン機構２３ｈにより第１の把持板２１が第２の把
持板２２の移動方向と逆方向に、第１の連結板２３ｅ及び一対の第１の直動ブロック２３
ｃと共に移動する。これにより、基板Ｗを把持あるいは開放する動作を行うことが可能と
なる。
【００４８】
　図３に戻り、アーム部２４は、昇降回転部１４ｄ上に連結されており、昇降回転部１４
ｄにより鉛直方向の軸に沿って昇降可能に形成されている。このアーム部２４は伸縮可能
に形成されており、把持部２３を保持し、保持した把持部２３を第１の把持板２１及び第
２の把持板２２と共に水平な直線方向に移動させる。これにより、第１の把持板２１及び
第２の把持板２２は水平方向に移動することになる。第１の把持板２１及び第２の把持板
２２、すなわちハンド部が前進及び後退することで、バッファユニット１３や処理室１５
ａに基板Ｗを搬入したり、それらから基板Ｗを搬出したりする。
【００４９】
　（基板処理工程）
　次に、前述の基板処理装置１０が行う基板処理の流れについて説明する。なお、基板Ｗ
に対して２種類の処理を行う場合には、図１において、上下に延びる第２のロボット搬送
路を挟んで左側の４つの処理室１５ａ（以下、第１の処理室１５ａとすることがある）と
、右側の４つの処理室１５ａ（以下、第２の処理室１５ａとすることがある）が異なる処
理を行うように設定されている。異なる処理を行う場合、第１の処理室は、第１の処理が
行われる処理室であり、第２の処理室は、第１の処理の次の処理（第２の処理）が行われ
る処理室である。
【００５０】
　まず、未処理の基板Ｗが開閉ユニット１１内の専用ケースから第１の搬送ロボット１２
により取り出される。第１の搬送ロボット１２は、必要に応じて第１のロボット移動路に
沿って移動し、停止する。そして、第１の搬送ロボット１２は、停止場所で旋回して未処
理の基板Ｗをバッファユニット１３に搬入する。これにより、バッファユニット１３には
、未処理の基板Ｗが収納される。
【００５１】
　その後、バッファユニット１３内の未処理の基板Ｗは、第２の搬送ロボット１４により
取り出される。第２の搬送ロボット１４は、必要に応じて第２のロボット移動路に沿って
移動し、停止する。そして、第２の搬送ロボット１４は、停止場所で旋回して未処理の基
板Ｗを所望の第１の処理室１５ａに搬入する。これにより、第１の処理室１５ａ内に未処
理の基板Ｗがセットされる。その後、第１の処理室１５ａにおいて基板Ｗに第１の処理が
行われる。
【００５２】
　第１の処理室１５ａでの処理が終了すると、第１の処理室１５ａ内から処理済の基板Ｗ
が第２の搬送ロボット１４により取り出される。第２の搬送ロボット１４は、１８０°旋
回して処理済の基板Ｗを第２の処理室１５ａに搬入する。これにより、第２の処理室１５
ａ内に処理済の基板Ｗがセットされる。その後、第２の処理室１５ａにおいて基板Ｗに第
２の処理が行われる。
【００５３】
　第２の処理室１５ａでの処理が終了すると、第２の処理室１５ａ内から処理済の基板Ｗ
が第２の搬送ロボット１４により取り出される。第２の搬送ロボット１４は、必要に応じ
て第２のロボット移動路に沿って移動し、停止する。そして、第２の搬送ロボット１４は
、停止場所で旋回して処理済の基板Ｗをバッファユニット１３に搬入する。これにより、
バッファユニット１３には、処理済の基板Ｗが収納される。
【００５４】
　その後、バッファユニット１３内の処理済の基板Ｗは、第１の搬送ロボット１２により
取り出される。第１の搬送ロボット１２は、必要に応じて第１のロボット移動路に沿って
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移動し、停止する。そして、第１の搬送ロボット１２は、停止場所で旋回して処理済の基
板Ｗを所望の専用ケースに搬入する。これにより、専用ケースには、処理済の基板Ｗが収
納される。
【００５５】
　（第２の搬送ロボットによる基板搬送工程）
　次いで、前述の基板処理工程において、第２の搬送ロボット１４が行う基板搬送の流れ
について図７から図１２を参照して詳しく説明する。まず、第２の搬送ロボット１４とバ
ッファユニット１３との基板Ｗの受け渡しについて説明する。
【００５６】
　図７から図１２に示すように、バッファユニット１３には、基板Ｗを所定間隔で積層し
て収納するための置台部材１３ａが高さ方向に所定間隔で設けられている。これらの置台
部材１３ａは水平面内で対向するように位置付けられており、同じ高さ位置に存在する一
対の置台部材１３ａが互いに基板Ｗの外周の一部を支持して一枚の基板Ｗを保持する。こ
の一対の置台部材１３ａには、第１のアームユニット１４ａ又は第２のアームユニット１
４ｂにより上方から基板Ｗが載置される。
【００５７】
　バッファユニット１３は、１以上の未処理の基板Ｗと、１以上の処理済の基板Ｗが載置
されることが可能になっている。本実施形態の場合には、第１のアームユニット１４ａ又
は第２のアームユニット１４ｂの侵入位置より上方の置台部材１３ａに処理済の基板Ｗが
載置されるように、その侵入位置より上方は空き状態となっている。一方、第１のアーム
ユニット１４ａ又は第２のアームユニット１４ｂの侵入位置より下方の置台部材１３ａに
は、未処理の基板Ｗが載置されている。
【００５８】
　図７に示すように、バッファユニット１３に対する処理済の基板Ｗの搬送では、処理済
の基板Ｗを上側（各上爪２１ｂ１、各上爪２２ｂ１）に保持する第１のアームユニット１
４ａにより、処理済の基板Ｗがバッファユニット１３の一対の置台部材１３ａ上に載置さ
れる。次いで、図８に示すように、第１のアームユニット１４ａによる把持が開放され、
処理済の基板Ｗが一対の置台部材１３ａにより支持される。その後、図９に示すように、
第１のアームユニット１４ａは、一対の置台部材１３ａ上の未処理の基板Ｗを把持する把
持位置まで下降する。そして、図１０に示すように、把持位置まで下降した第１のアーム
ユニット１４ａは、一対の置台部材１３ａ上の未処理の基板Ｗを下側（各下爪２１ｂ２、
各下爪２２ｂ２）で把持する。次いで、図１１に示すように、未処理の基板Ｗを下側に保
持した第１のアームユニット１４ａは、退避できるように水平移動可能な位置まで所定距
離だけ上昇する。そして、図１２に示すように、未処理の基板Ｗを下側に保持した第１の
アームユニット１４ａは、高さ方向の各置台部材１３ａの間から退避し、バッファユニッ
ト１３から未処理の基板Ｗを取り出す。このようにして、第１のアームユニット１４ａは
、処理済の基板Ｗと未処理の基板Ｗを持ち替えることができる。
【００５９】
　次に、第２の搬送ロボット１４と処理室１５ａ（第１の処理室１５ａ及び第２の処理室
１５ａ）との基板Ｗの受け渡しについて説明する。
【００６０】
　基板Ｗを把持していない第１のアームユニット１４ａは、バッファユニット１３から未
処理の基板Ｗを下側（各下爪２１ｂ２、各下爪２２ｂ２）で取り出し、第１の処理室１５
ａに向かう。また、第１の処理室１５ａでは、基板Ｗを把持していない第２のアームユニ
ット１４ｂは、第１の処理室１５ａから第１の処理が行われた処理済の基板Ｗを下側（各
下爪２１ｂ２、各下爪２２ｂ２）又は上側（各上爪２１ｂ１、各上爪２２ｂ１）で把持し
て取り出す。そして、未処理の基板Ｗを下側に保持した第１のアームユニット１４ａは、
第１の処理室１５ａに未処理の基板Ｗをセットする。
【００６１】
　処理済の基板Ｗを下側（各下爪２１ｂ２、各下爪２２ｂ２）又は上側（各上爪２１ｂ１
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、各上爪２２ｂ１）に保持した第２のアームユニット１４ｂは、１８０度旋回し、第１の
処理室１５ａに対向する第２の処理室１５ａに向かう。第２の処理室１５ａでは、まず、
基板Ｗを把持していない第１のアームユニット１４ａは、第２の処理室１５ａから第２の
処理が行われた処理済の基板Ｗを上側（各上爪２１ｂ１、各上爪２２ｂ１）で把持して取
り出す。そして、第１の処理室１５ａによる処理済の基板Ｗを下側（各下爪２１ｂ２、各
下爪２２ｂ２）又は上側（各上爪２１ｂ１、各上爪２２ｂ１）に保持した第２のアームユ
ニット１４ｂは、第１の処理室１５ａによる処理済の基板Ｗを第２の処理室１５ａにセッ
トする。
【００６２】
　このような基板搬送工程において、バッファユニット１３に対する処理済の基板Ｗの搬
送では、第１のアームユニット１４ａはバッファユニット１３に移動し、アーム部２４を
伸ばして処理済の基板Ｗをバッファユニット１３に置く。そして、第１のアームユニット
１４ａは下降して、次の未処理の基板Ｗを下側（各下爪２１ｂ２、各下爪２２ｂ２）で把
持する。このように、第１のアームユニット１４ａは、処理済の基板Ｗをバッファユニッ
ト１３に載置した後、アーム部２４の水平位置を変えず、未処理の基板Ｗを把持する高さ
まで下降し、未処理の基板Ｗを把持してからアーム部２４を縮めることが可能である。こ
れにより、第１のアームユニット１４ａの出し入れ、すなわちハンドの出し入れが従来の
二回に比べて一回となって省略されるので、基板搬送時間を短縮することができる。また
、アーム部２４の水平位置を変えずに処理済の基板Ｗと未処理の基板Ｗの交換が行えるの
で、水平位置合わせを行う必要がなく、把持部２３の制御を簡略にし、基板搬送時間を短
縮することができる。したがって、基板処理装置１０の基板処理枚数を増やすことが可能
となり、その生産性を向上させることができる。なお、第２の搬送ロボット１４によれば
、基板Ｗの把持を４カ所（第１のアームユニット１４ａの上側及び下側、第２のアームユ
ニット１４ｂの上側及び下側）で行うことができる。
【００６３】
　また、１つの第１のアームユニット１４ａの上側及び下側において基板Ｗの把持を行う
ことができるので、未処理の基板Ｗを把持する側の部材（爪やハンド部の水平面）と処理
済の基板Ｗを把持する側の部材（爪やハンド部の水平面）を分離することができる。その
ため、未処理の基板Ｗに付着した汚染物質（パーティクル）が、第１のアームユニット１
４ａを介して処理済の基板Ｗに付着することを抑止することができる。さらに、未処理の
基板Ｗを下側で把持し、処理済の基板を上側で把持するので、未処理の基板Ｗに付着して
いる汚染物質が重力落下によって下の処理済の基板Ｗに付着することを抑止することがで
きる。以上により、基板搬送時間の短縮化を図りつつ、処理済の基板Ｗを清浄に保ちなが
ら基板Ｗをバッファユニット１３に搬送することができる。
【００６４】
　以上説明したように、第１の実施形態によれば、基板Ｗの外周面に当接する当接面Ｍ１
（Ｍ１ａ、Ｍ１ｂ）を上下に有する第１の爪部２１ｂと、その第１の爪部２１ｂを支持す
る第１の把持板２１と、基板Ｗの外周面に当接する当接面Ｍ２（Ｍ２ａ、Ｍ２ｂ）を上下
に有する第２の爪部２２ｂと、第１の把持板２１及び第２の把持板２２を水平方向に相対
移動させる把持部２３とを設けることによって、第１の把持板２１及び第２の把持板２２
のハンドの両面（上側及び下側）に基板を保持することが可能となる。例えば、処理済の
基板Ｗを上側に保持したハンドは、処理済の基板Ｗをバッファユニット１３に置き、その
まま、下降して次の未処理の基板Ｗを下側で把持することができる。これにより、ハンド
の出し入れが通常の二回に比べ一回となって省略されるので、基板搬送時間を短縮するこ
とができる。
【００６５】
　＜第２の実施形態＞
　第２の実施形態について図１３から図１９を参照して説明する。なお、第２の実施形態
では、第１の実施形態との相違点（基板昇降部）について説明し、その他の説明を省略す
る。
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【００６６】
　図１３に示すように、第２の実施形態に係る基板保持部１５ｂは、基板処理台３１と、
複数の支持部材３２と、基板昇降部３３とを備えている。この基板保持部１５ｂは、第１
の実施形態と同様、基板処理部１５の処理室１５ａ内に設けられている。
【００６７】
　各支持部材３２は、基板Ｗを下面から支持する。これらの支持部材３２は、例えば円環
状に位置付けられ、基板処理台３１の表面に設けられている。
【００６８】
　基板昇降部３３は、各支持部材３２よりも外側から基板Ｗを支持可能となるような配置
で基板処理台３１に設けられている。この基板昇降部３３は、基板Ｗを支持する複数（図
１３の例では、二つ）の昇降部材３３ａを有している。これらの昇降部材３３ａは昇降方
向に移動可能に形成されている。これにより、各支持部材３２により支持された基板Ｗは
、各昇降部材３３ａの昇降に応じ、各昇降部材３３ａにより保持されて昇降方向に移動す
ることになる。
【００６９】
　なお、基板昇降部３３は、各支持部材３２よりも外側から基板Ｗを支持可能となる位置
であれば、基板処理台３１上に設けられていなくてもよく、基板処理台３１の外方に設け
られることも可能である。この場合には、基板昇降部３３を基板処理部１５の底部に設け
ることができる。
【００７０】
　この基板保持部１５ｂでは、基板Ｗの受け渡し時、処理済の基板Ｗは基板昇降部３３に
より保持されて所定の最高の高さ位置まで移動する。これにより、処理済の基板Ｗの下方
に第１のアームユニット１４ａが入り込むことが可能になるので、処理室１５ａ内におい
て第１のアームユニット１４ａだけで基板Ｗを交換することが可能となる。なお、前述の
第１の実施形態では、処理室１５ａ内の処理済の基板Ｗを片方の第２のアームユニット１
４ｂで取り出し、他方の第１のアームユニット１４ａで未処理の基板Ｗをセットする交換
動作を行う。
【００７１】
　（第２の搬送ロボットによる基板搬送工程）
　次に、第２の搬送ロボット１４と処理室１５ａとの基板Ｗの受け渡しについて図１４か
ら図１９を参照して説明する。
【００７２】
　図１４に示すように、処理室１５ａに対する処理済の基板Ｗの搬送では、処理済の基板
Ｗを保持する基板保持部１５ｂの各昇降部材３３ａが上昇し、昇降部材３３ａの上端面と
支持部材３２の上端面との間に第１のアームユニット１４ａが挿入可能な位置まで移動す
る。そして、昇降部材３３ａの上端面と支持部材３２の上端面との間に高さが位置付けら
れた第１のアームユニット１４ａは、昇降部材３３ａの上端面と支持部材３２の上端面と
の間に侵入し、基板処理台３１上で停止する。このとき、第１のアームユニット１４ａは
、未処理の基板Ｗを下側（各下爪２１ｂ２、各下爪２２ｂ２）に把持している。
【００７３】
　その後、図１５に示すように、未処理の基板Ｗを下側に保持する第１のアームユニット
１４ａにより、未処理の基板Ｗが処理室１５ａの各支持部材３２上に載置される。次いで
、図１６に示すように、第１のアームユニット１４ａによる把持が開放され、未処理の基
板Ｗが各支持部材３２により支持される。その後、図１７に示すように、第１のアームユ
ニット１４ａは、一対の昇降部材３３ａ上の処理済の基板Ｗを把持する把持位置まで上昇
する。そして、図１８に示すように、把持位置まで上昇した第１のアームユニット１４ａ
は、一対の昇降部材３３ａ上の処理済の基板Ｗを把持する。次いで、図１９に示すように
、一対の昇降部材３３ａが下降すると、処理済の基板Ｗを上側に保持した第１のアームユ
ニット１４ａは、基板保持部１５ｂ上から退避し、処理室１５ａから未処理の基板Ｗを取
り出す。このようにして、第１のアームユニット１４ａは、未処理の基板Ｗと処理済の基
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板Ｗを持ち替えることができる。
【００７４】
　この基板搬送工程によれば、第１のアームユニット１４ａは未処理の基板Ｗを下側で把
持し、処理室１５ａの基板処理台３１上まで移動し、未処理の基板Ｗを基板処理台３１の
各支持部材３２上にセットする。その後、第１のアームユニット１４ａは、基板Ｗを把持
していない状態で、そのまま処理済の基板Ｗを把持する把持位置まで上昇する。そして、
第１のアームユニット１４ａは処理済の基板Ｗを上側で把持し、処理室１５ａから取り出
す。これにより、第１のアームユニット１４ａの出し入れ、すなわちハンドの出し入れが
従来の二回に比べて一回となって省略されるので、基板搬送時間を短縮することができる
。したがって、基板処理装置１０の基板処理枚数を増やすことが可能となり、その生産性
を向上させることができる。
【００７５】
　また、１つの第１のアームユニット１４ａの上側及び下側において基板Ｗの把持を行う
ことができるので、未処理の基板Ｗを把持する側の部材（爪やハンド部の水平面）と処理
済の基板Ｗを把持する側の部材（爪やハンド部の水平面）を分離することができる。この
ため、未処理の基板Ｗに付着した汚染物質（パーティクル）が、第１のアームユニット１
４ａを介して処理済の基板Ｗに付着することを抑止することができる。さらに、未処理の
基板Ｗを下側で把持し、処理済の基板を上側で把持するので、未処理の基板Ｗに付着して
いる汚染物質が重力落下によって下の処理済の基板Ｗに付着することを抑止することがで
きる。以上により、基板搬送時間の短縮化を図りつつ、処理済の基板Ｗを清浄に保ちなが
ら基板Ｗをバッファユニット１３に搬送することができる。
【００７６】
　以上説明したように、第２の実施形態によれば、第１の実施形態と同様の効果を得るこ
とができる。さらに、処理室１５ａに基板昇降部３３を設けることによって、バッファユ
ニット１３及び処理室１５ａの両方で、１つのアームユニット１４ａ、１４ｂによる基板
交換を実現することが可能となるので、より基板搬送時間を短縮することができる。
【００７７】
　＜他の実施形態＞
　前述の各実施形態においては、上下のアームユニット１４ａ、１４ｂの両方に上下爪（
第１の爪部２１ｂ及び第２の爪部２２ｂ）を適用することを例示したが、これに限るもの
ではなく、例えば、上のアームユニット１４ａの片方だけに適用することも可能である。
また、第１の爪部２１ｂ及び第２の爪部２２ｂを同じ構造することも可能であり、第２の
搬送ロボット１４の構造を第１の搬送ロボット１２に適用することも可能である。上下爪
（第１の爪部２１ｂ及び第２の爪部２２ｂ）は二つ以上であればよく、その数は特に限定
されるものではない。
【００７８】
　また、前述の各実施形態においては、第１の把持板２１及び第２の把持板２２の両方を
移動させることを例示したが、これに限るものではなく、例えば、第１の把持板２１及び
第２の把持板２２のどちらか一方だけを移動させるようにしてもよい。
【００７９】
　また、前述の各実施形態においては、二種類の処理室１５ａを用いることを例示したが
、これに限るものではなく、例えば、三種類の処理室１５ａを用いるようにしてもよい。
この場合には、処理１→処理２→処理３の順に処理を行ってからバッファユニット１３に
処理済の基板Ｗを戻す作業になる。例えば、処理２を行う処理室１５ａの数を４つにする
が、これは、処理２を行う処理室１５ａの処理が処理１又は処理３に比べて２倍の時間を
要することを想定し、台数を倍に設定しているためである。また、一種類の処理室１５ａ
を用いるようにしてもよい。この場合には、処理１の処理が終了次第、バッファユニット
１３に処理済みの基板Ｗを戻す作業になる。
【００８０】
　また、前述の実施形態においては、上側で処理済の基板Ｗを把持し、下側で未処理の基
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板Ｗを把持するようにしたが、これに限るものではなく、逆にしてもよい。すなわち、上
側で未処理の基板Ｗを把持し、下側で処理済の基板Ｗを把持する。この場合には、バッフ
ァユニット１３にアームユニット１４ａ、１４ｂを挿入する高さ位置よりも上側の置台部
材１３ａに未処理の基板Ｗを載置し、下側の置台部材１３ａに処理済の基板Ｗを載置する
ことができる。また、基板昇降部３３に未処理の基板Ｗを載置し、各支持部材３２から処
理済の基板Ｗを取り出し、その後に基板昇降部３３を下降させて各支持部材３２に未処理
の基板Ｗを受け渡すことができる。
【００８１】
　また、前述の実施形態においては、第２のアームユニット１４ｂは、第１のアームユニ
ット１４ａと同じ構造としたが、処理室１５ａで行われる処理の種類が少ない場合（例え
ば２つ以下の場合）には、処理室１５ａ間での基板Ｗの搬送を行う第２のアームユニット
１４ｂは、上側（各上爪２１ｂ１、各上爪２２ｂ１）又は下側（各下爪２１ｂ２、各下爪
２２ｂ２）の一方のみで把持を行うものであってもよい。この場合には、使用しない他方
の爪部を適宜省略することができる。
【００８２】
　また、前述の実施形態においては、昇降回転部１４ｄによって第１のアームユニット１
４ａ及び第２のアームユニット１４ｂを昇降させることで、バッファユニット１３の置台
部材１３ａに基板Ｗを載置、または、置台部材１３ａから基板Ｗを取り出しできるように
したが、これに限るものではなく、バッファユニット１３に積層される基板Ｗの積層方向
（一対の置台部材１３ａの配列方向）に対して、各アームユニット１４ａ、１４ｂが相対
的に位置を変えられるようにすればよい。例えば、バッファユニット１３に昇降部を設け
、バッファユニット１３を基板Ｗの積層方向に昇降させるようにしてもよい。この場合、
バッファユニット１３は、基板Ｗの載置、取り出しのときの前述したアームユニット１４
ａ、１４ｂの昇降動作とは逆方向の昇降動作を行う。また、この場合、前述の実施形態に
おける、各アームユニット１４ａ、１４ｂを昇降させる昇降部を省略することができる。
【００８３】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含
まれる。
【符号の説明】
【００８４】
　１０　　　基板処理装置
　１１　　　開閉ユニット
　１２　　　第１の搬送ロボット
　１３　　　バッファユニット
　１４　　　第２の搬送ロボット
　１４ｄ　　昇降回転部
　１５　　　基板処理部
　１６ｂ　　制御ユニット
　２１　　　第１の把持板
　２１ｂ　　第１の爪部
　２２　　　第２の把持板
　２２ｂ　　第２の爪部
　２３　　　把持部
　３３　　　基板昇降部
　２１ｂ１　上爪
　２１ｂ２　下爪
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　Ｍ１ａ　　当接面
　Ｍ１ｂ　　当接面
　Ｍ２ａ　　当接面
　Ｍ２ｂ　　当接面
　Ｗ　　　　基板

【図１】 【図２】



(16) JP 2017-183665 A 2017.10.5

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(17) JP 2017-183665 A 2017.10.5

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

